
水
道
局
で
は
、
水
質
基
準
を
満

た
し
た
安
全
な
水
道
水
を
お
届
け

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
朝
一
番
や
旅
行
な
ど

で
長
い
間
留
守
に
し
た
時
の
最
初

の
水
道
水
は
、
各
家
庭
の
水
道
管

に
長
時
間
溜
ま
っ
た
ま
ま
の
も
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
水
は
、
水
中

の
塩
素
が
少
な
く
な
っ
て
消
毒
効

果
が
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、

水
道
管
に
鉛
管
が
使
わ
れ
て
い
る

場
合
な
ど
は
、
鉛
が
溶
け
出
し
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

通
常
の
使
用
状
態
で
は
問
題
あ

り
ま
せ
ん
が
、
朝
一
番
や
長
い
間

留
守
に
し
た
時
の
使
い
始
め
の
水

は
、
念
の
た
め
バ
ケ
ツ
一
杯
ぐ
ら

い
を
目
安
に
、
洗
濯
や
掃
除
な
ど

飲
み
水
以
外
の
用
途
へ
の
使
用
を

お
勧
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

水
道
局
（
q
53

―

７
８
１
１
）

ビ
ブ
リ
オ
感
染
症
は
、
海
水
中

や
魚
介
類
の
体
内
に
広
く
生
息
す

る
ビ
ブ
リ
オ
・
バ
ル
ニ
フ
ィ
カ
ス

菌
が
原
因
の
感
染
症
で
す
。

肝
機
能
が
低
下
し
て
い
る
人
、

血
清
中
の
鉄
濃
度
が
高
く
な
る
よ

う
な
血
液
疾
患
の
人
、
免
疫
力
が

低
下
し
て
い
る
人
は
、
次
の
こ
と

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▽
生
鮮
魚
介
類
を
生
で
食
べ
る
こ

と
は
避
け
る
。

▽
創
傷
が
あ
る
時
は
、
海
水
と
の

接
触
を
さ
け
る
。

▽
生
鮮
魚
介
類
の
生
食
後
、
体
調

に
不
調
を
感
じ
た
ら
直
ち
に
医
療

機
関
で
診
察
を
受
け
る
。

問
い
合
わ
せ
先
　
健
康
対
策
課

（
q
20
―

３
１
９
５
）

新
し
い
シ
ス
テ
ム
へ
の
更
新
に

と
も
な
い
、
従
来
の
キ
ャ
プ
テ
ン

端
末
に
よ
る
予
約
を
一
時
休
止
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
間

の
利
用
申
し
込
み
は
、
直
接
、
美

保
公
園
管
理
事
務
所
（
美
保
球
場

内
）
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

休
止
期
間

９
月
23
日
（
日
）
〜

30
日
（
日
）

新
し
い
ス
ポ
ー
ツ
施
設
予
約
シ

ス
テ
ム
は
、
市
内
公
共
施
設
な
ど

に
新
た
に
設
置
す
る
公
共
端
末
の

ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ｉ
モ

ー
ド
に
よ
り
空
き
施
設
の
検
索
、

抽
選
申
し
込
み
、
利
用
申
し
込
み

な
ど
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

10
月
１
日
か
ら
サ
ー
ビ
ス
提
供
を

開
始
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

情
報
政
策
課

（
q
20
―

３
１
６
１
）

■評価額と課税標準額【土地】
固定資産課税台帳には「評価

額」と、この価格をもとに算定
した「課税標準額」を登録して
います。
原則として「評価額」が「課

税標準額」となりますが、住宅
用地のように課税標準の特例措
置が適用される場合や、土地に
ついて税負担の調整措置が適用
される場合は、「課税標準額」は
「評価額」より低く算定します。
税額は、「評価額」に税率を乗じるのではなく、「課税

標準額」に税率を乗じて算出します。
そのため、評価替えや下落修正によって「評価額」が下
がっても、負担水準（評価額に対する前年度課税標準額
の割合）が低い土地については、税額が毎年上昇すると
いうことがあります。
■宅地の税負担の調整措置について
現在、課税の公平の観点から、地域や土地によって相

当のばらつきがある負担水準を均衡化するため、税負担
の調整措置をとっています。
負担水準の高い土地は税額を据え置いたり引き下げたり
する一方、負担水準の低い土地はなだらかに税額を引き
上げて、税負担を公平にしようとするものです。

「負担水準とは…」
次の算式によって求めます。

負担水準＝
前年度課税標準額

新評価額（×住宅用地特例率（1/3または1/6））

■問い合わせ先　固定資産税課（q20―3132）

ス
ポ
ー
ツ
施
設
予
約

シ
ス
テ
ム
を
更
新
し
ま
す

ビ
ブ
リ
オ
感
染
症
を

予
防
し
ま
し
ょ
う

朝
一
番
の
水
道
水
は

飲
み
水
以
外
に
使
用
を
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